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北海道交通事故被害者の会発 行

代表 前田 敏章

事務局

札幌市中央区北１条西９丁目060-0001
ノースキャピタルビル４階

2006 4 10 TEL 011-233-5130 FAX 011-233-5135第 号20 年 月 日 （年３回発行）

E-mail hk-higaisha hk-higaisha/@nifty.com http://homepage2.nifty.com/ホームページ
被害者の会は、被害者どうしの支援と事故をなくすための取り組みを目的とした、交通事故被害者や遺族でつくる

会です。入会希望の方は事務局に電話をください。会費はありません。年３回の会報が送られ、毎月の例会に参加

できます。例会時に当事者同士としての相談も受けています （例会の日程はｐ ）。 12

隆 輔 は 意 識 も 戻 ら な い ま ま
稚内市 米内 隆俊小 さ な 体 で 闘 っ て い ま す

平成15年6月20日、午前7時30分。稚内南小学校に入学から2ヶ月の隆

、 「 」輔は 仲良し二人きょうだいの中学生の姉と一緒に いってきまーす

と元気に家を出た。それから20分後、姉と別れた隆輔は信号機のない

横断歩道の中央付近で、前方不注視の加害者（女性、25歳）が運転す

る乗用車にノーブレーキで約10m跳ね飛ばされた。加害者に救護処置も

されず、隆輔は病院到着まで心肺停止状態であった。事故現場は見通

しの良い通学道路で、小中学生の登校時間帯にもかかわらず、加害者

は何故万全な注意が出来なかったのか。

隆輔は脳挫傷、低酸素脳症等により四肢麻痺、人工呼吸器
管理の状態。意識も戻らないまま、小さな体で闘っています。

妻は職場を退職し、面会時間一杯息子に付き添っています。私はい

つでも病院に駆け付けられるように、出張のない部門に替えてもらい

ました。祖母は、事故のショックによりうつ病になって通院。高校生

になった姉は楽しく多感な時期なのに、学校が終わると病院での付き

添いという二重の生活を強いられています。

何といっても、これから一番楽しい人生を送れるはずだった息子をひどい目に遭わせ、人生を台

無しにし、私達家族をめちゃくちゃにした事は絶対に許せません。

加害者は現行犯逮捕で起訴され、刑事裁判では平成16年5月12日、禁錮1年6月、執行猶予３年を言

い渡されましたが、歩行者が守られなければならない場所での重大過失であるのに、あまりに軽い

処罰です。加害者の起こした事故は隆輔だけでなく、目撃した同級生や他の児童にも深い心の傷を

与えた重大事件である事を忘れないでほしい。

このような悲惨な交通事故が根絶されることを切に願います。 隆輔の父
（ 「いのちのパネル」より ）

今号の主な内容
② 「自賠法」を真に被害者救済の制度へ ～見直しについて国交省が会に意見聴取～

④ 被害者等に刑事裁判参加と附帯私訴の権利を ～法務省刑事局ヒアリング報告～

⑥ 「公判前整理手続き」の適用となって（白倉博幸・裕美子）

⑦ 民事差し戻し審結果の報告（土場一彦） 交通教育の課題(1)（前田敏章）

⑧ 加害者は控訴審で実刑になりました（島田佑三子）

⑨ 亡き娘を感じながら、旧道路公団を民事提訴しています（高橋利子）

⑩ 子どもたちに元気をもらって～高校での交通安全講話から～（伊藤博明）

⑪ 厳罰を求める署名に協力を（小林敦） 書籍紹介 ⑫ お知らせ、活動日誌、編集を終えて

（ ）米内 隆輔 よない りゅうすけ

平成 年 月 日生まれ9 3 18
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「自賠法」を真に被害者救済の制度へ
見直しについて国交省が会に意見聴取・・・ 月 日、事務所1 31

月 日、当会事務所において、国土交通省自動車交通局保障課の意見聴取会が行われました。これは1 31
「自動車損害賠償保障法 （ 自賠法 ）が 年 月に改正された際、 年後（ 年）に被害者救済の」「 」 2002 4 5 2007
ための見直しを行うという付帯決議がなされており、この検討のために被害者団体などから実態とニーズ

について聴くという趣旨で設定されたものです。

この日遠く札幌まで足をのばしていただいた担当官は保障課の瀧本峰男課長と本間係長。被害者の会か

らは、前田、小野、佐川、内山、荻野、太田の各世話人と「脳外傷友の会、コロポックル」副代表でもあ

る篠原会員、そして樋口事務局長の 名が出席しました。以下、要望内容について報告します （前田）8 。

抜本的改善が急務

「 」最初に前田が会の要望事項を基本にした 要望書

（右記）を提出し、次の諸点を強調しました。

■ 制度の抜本改正を・・・ 自賠法 発足の精神 後「 」 （

） 、 、記※法の目的参照 に立ち返り 正当な損害補償が

民間損保の利潤獲得の具にされているという現行の

矛盾、不公正を生むシステムを改めて欲しい。

■ 支払限度額や給付水準を抜本的に改善すること

・・・例えば、障害による損害限度額 万円とい120
うのは 年間も据え置きのままであり、大きな問題28
であることなど。

■ 認定基準の抜本改定を・・・労災保険の基準に準

拠しているが、この基準は昭和 年代に作られたも20
ので、身体機能のみに着目し脳や神経の機能障害に

は着目されていないなど問題が多い。

■ 公正な査定の保障とそのための捜査の科学化、公

正化、透明性を・・・設立目的に反し、保険会社の

収支に合わせて査定という問題あり。被害者救済が

目的で、中立的判定が職務の損害保険料率算出機構

（略称：損保料率機構）の要職を損保会社出身者が

占めるなど矛盾がある。国の管理とすべき。国交省

からも捜査の科学化や公正化のための制度保障（交

通事故調書の早期開示など）を要請して欲しい。

■ 見直しと抜本改善に当事者の意見尊重を・・・犯

罪被害者等基本計画の精神と齟齬をきたさないよう

配慮すること。

注： 自動車損害賠償保障法」「

（ 年、被害者救済を目的1955
） 「 、に発足 第一条 この法律は

自動車の運行によって人の生

命又は身体が害された場合に

おける損害賠償を保障する制

度を確立することにより、被

害者の保護を図り、あわせて

自動車運送の健全な発達に資

することを目的とする」

自動車損害賠償保障法見直しに関する要望

北海道交通事故被害者の会

１ 被害者に対する損害賠償が適正に措置されるよう

に、保険賠償制度は国が管理する自賠責保険に一本

化し、対人無制限など充実させるなど、抜本的改正

をお願いしたい。正当な補償が民間損保会社の儲け

の具とされるという矛盾を改めていただきたい。

２ 当面の要望として、損害賠償が適切に迅速に行わ

れるよう、次の諸点を改正案に盛り込んでいただき

たい。

後遺障害認定基準を見直して、実態に見合う適切( )1
な損害賠償を実現していただきたい。

脳外傷による高次脳機能障害の認定など適切に行( )2
われるようにしていただきたい。

正確な診断書に基づく、適正な認定がなされるた( )3
めの制度保障を実現していただきたい。

損害賠償の迅速な支払いを実現するとともに、不( )4
当な払い渋りを許さないための制度を確立していた

だきたい。 以上

負傷者の要望

次に荻野さんと太田さんが負傷者の要望について

実態を含め発言しました 要旨は以下の通りです 太。 。（

田さんの訴えは後記）

■ 自賠責保険の限度額が低い・・・症状が残留した

まま症状固定とされ、医療機関から充分な治療を受

けられない。治療費、交通費、休業補償が止められ

る。医療機関の不当な診察拒否、後遺症診断書記載

拒否がある。

■ 自賠責保険の後遺症診断書について・・・身体状

況を網羅するには粗雑である。障害年金診断書と同

様に詳細にして欲しい。

■ 後遺症等級について・・・現在自算会で等級が決

定されているが担当医師もいなく面談も無く適正な

.調査でない。症状より低い認定がされている

■ 過失割合について・・・自賠法に道路交通法上の

過失の明示がないため任意保険会社の提示による錯

誤の示談がある。現在、その渦中で翻弄される被害
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、 。者が多く 弁護士に委任しないと問題が解決しない

当たり前の補償をして頂きたい。

■ 被害者に過失が無いのに不当な払い渋りがあり、

損害保険会社から訴えられたり、調停をかけられて

いる。人権侵害を許さないよう指導して欲しい。

介護料支給対象者の拡大を

北海道にも療護センター設置を

続いて篠原さんが交通事故による脳外傷の息子さ

んを持つ立場から要旨以下の訴えを行いました。

■ 交通事故などにより脳外傷を受け、自分の被害状

況すら話せず日常生活も困難という大変な状況に置

300かれている当事者が多い。コロポックルでは約

人の当事者の世話をし、社会復帰の援助などの活動

を行っているが、医療と福祉のはざまで課題が山積

しているという実情を知っていただきたい。

■ 介護を要する後遺障害が現在は ～ 級に限られ1 2
ているが、 級以下でも診断によって認められるよ3
うに改善していただきたい

■ 遷延性意識障害（重度後遺障害）の当事者のため

に早期の専門的治療と介護が受けられる療護センタ

ーを北海道にも早期に設置していただきたい。

瀧本保障課長・・・ 基準と限度額が「

課題、皆さんの声を行政に生かしたい」

瀧本課長は最初の挨拶で、豊平区の札幌しらかば

台病院が、このほど国土交通省が環境整備を進めて

「 」 、いる 短期入院協力病院 の一つに指定されたこと

介護料を支給されている方は是非活用願いたいとの

報告をされました （後記※参照）。

ヒアリングの最後には 「今日伺った声を行政に生、

かしていきたい」との発言があり、後日にも、会宛

次の内容のメールが届きました。

「短い時間でしたが、皆様の具体的な事情に接する

ことができ、大変有意義な時間を過ごすことができ

ました。今後とも皆様の切実な声を聴かせて頂きた

いと思います 」。

ヒアリングに参加して

世話人 太 田 澄 子
私は横断歩道を青信号で歩行中、右折してきた

車にぶつけられ左足に障害を負った。健康だけが

取り柄だったのに長い人院生活、長期の通院、障

害の為行動を制限され、その失ったものはとても

大きいし、事故のために私の人生も激変してしま

った。

痛みによる肉体的苦痛、その障害を受け入れる

だけでも大変な事なのに損保会社は私に心理的苦

。 、痛まで与えた 歩行困難なのに交通費も止められ

経済的負担も多大になり、それを請求すると調停

をかけられ、 年半以上も苦しめられた。3
面倒なことを嫌い正当な後遺症診断書すら書い

てくれず暴言を言ったある医師、誠実に活動して

くれず営利だけを目的にしたある弁護士。このよ

うに二次被害、三次被害に苦しめられ、最後は心

理的疲れで示談したといっても過言でない。

なぜ、交通法規を守りながら怪我をさせられた

のか。なぜ、こちらが悪くもないのに調停をかけ

られなければならなかったのか。なぜ、怪我が完

治もしていないのに症状固定という言葉を駆使し

治療を中止するのか。なぜ、被害者が自分で治療

費、検査費、交通費、弁護士の費用など経済的負

担をしなければならないのか。たくさんのなぜと

いう言葉が浮かんできた。

これは、自賠責保験の限度額が低く、それを越

えたものは営利を目的としている損害保険会社が

受け負っているためだ。損害保険会社の払い渋り

。により苦しめられている被害者がなんと多い事か

自賠責の等級は、被害者が治療を受け、生きて

いくための大事な補償のはず。等級を決定する自

算会で、医師との面談もなく、簡素な後遺障害診

断書に基づき、さらにはその業務に加害者側の損

害保険会社まで関わるというのでは、果たして正

当な等級といえるのだろうか。

又、私の加害者は、一言の謝りもなく、暴言を

はき、調停にすら出なかった。無責任だし、すべ

てを損保会社に任すのは人の情としてどうなのだ

ろう。司法の場でも調停委員が損害保険会社出身

なので平等の審理とはいえないのではないか。

体験を通して様々疑問を感じたが、同じ不条理

な思いを他の被害者にさせてはならないと強く思

う。怪我による肉体的苦痛、損保会社から受ける

心理的苦痛、交通費等の経済的負担という三つの

苦痛。これは被害者の人権に関わる問題。

自賠責法三条には「他人の生命、又は身体を害

した時は、これによって生じた損害を賠償する責

に任ずる」とある（運行供用者責任)。法律は被害

者を守るものでなければならない。

被害者が、理不尽に二次被害、三次被害に遭わ

ないよう自賠責保険が一本化されます事を、怪我

を負った人が完治迄治療を受けられ、将来安心し

て生活できる補償を切に望みます。

今回、国土交通省の方に私達の実態を聞いても

らう機会を持って頂き感謝しております。

※ 短期入院協力病院

（医療法人社団康和会）札幌しらかば台病院

【 】対象症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷

062-0052 2 18-7-26〒 札幌市豊平区月寒東 条

連絡先 医療連携室 （内線 ）011-852-8866 178

※ なお、上記療護センターの運営などを行っている

「独立行政法人自動車事故対策機構 （ ）の」 NASVA
ホームページは です。http://www.nasva.go.jp/
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被害者等に、刑事裁判参加と附帯私訴の権利を
代表 前田 敏章法務省刑事局のヒアリング報告

3月2日、法務省刑事局のヒアリング（会場は法務省会議室）に会として参加してきました。これは、昨

年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」の中で、２年以内の検討とされている刑事局関連の事

項について被害者団体等の意見聴取を目的に開催されたものです。

対応したのは刑事法制管理官大谷晃大氏他２名でした。持参した意見書と資料の補足説明という形で、被害

者の実情と願いを、 分の時間一杯使い発言してきました。25
強調したのは、①犯罪被害者等は当該事件に最も切実な利害を持つ実質的な当事者であること。②被害者等

個人の尊厳という理念から、刑事裁判においても「証拠品」ではなく当事者として扱い、被告人と対等な権利

を認めることは当然であること。③このことから、附帯私訴と刑事裁判への直接関与に関する制度、そして情

報開示を、先送りすることなく権利として制度化していただきたいこと。④諸外国に比し 年以上の遅れがあ20
るといわれる被害者の権利は、 年の「犯罪被害者保護関連３法」実施後も本質的な改善がされていないと2000
いう具体例がこの北海道においても多数あること、などです。

陳述の後、大谷管理官から 「２年以内の検討というのは決して先送りではない。他の法律の関連もあり、時、

間を要するから」という趣旨の発言がありました。

以下、会の意見書と、具体例として提出した土場さんと白倉さんの書面（一部抜粋）を紹介します。

北海道交通事故被害者の会「犯罪被害者等基本計画」に関する意見

１ 附帯私訴制度について

〈基本計画の項目〉

法務省において、附帯私訴、損害賠償命令、没収

・追徴を利用した損害回復等、損害賠償の請求に関

して刑事手続の成果を利用することにより、犯罪被

害者等の労力を軽減し、簡易迅速な手続とすること

のできる制度について、我が国にふさわしいものを

新たに導入する方向で必要な検討を行い、 年以内2
を目途に結論を出し、その結論に従った施策を実施

V 1 1 (1), 17 )する （ 計画」 の第 の の 頁。「

〈意見〉

刑事裁判手続のなかで、民事の損害賠償の手続も

行われる附帯私訴制度を導入していただきたい。

〈 理由 〉

現在の制度の中で被害者が単なる証拠物として蚊

帳の外に置かれている現状、および切実な負担軽減

という願いから、公訴参加と附帯私訴はセットで論

じ、早期に導入して欲しい。

２ 公訴参加、調書開示など刑事裁判手続きへ
の直接関与について

〈基本計画の項目〉

法務省において、刑事裁判に犯罪被害者等の意見

をより反映させるべく、公訴参加制度を含め、犯罪

被害者等が刑事裁判手続に直接関与することのでき

る制度について （以下前項下線部に同じ）、

（ 計画」Vの第3の1の(1)、41頁）「

〈意見〉

被害者等が望むとき、刑事裁判において訴訟当事

者として在廷し、自ら加害者に質問したり、証拠を

提出したりすることができる公訴参加制度を実現し

ていただきたい。

、 、また この訴訟参加の前提ともなることであるが

当事者として当然の知る権利を認め、捜査の公正を

期すためにも、警察が作成する交通事故調書の早期

開示を可能にしていただきたい。

〈理由 〉

１ 被害の当事者が、真実を知りたいと願い、その

上で正当な刑事罰を求めたり、民事賠償請求をす

ることは当然の権利である。

刑事手続きに当事者として参加することも、直

接的な利害関係人として当然のことであり、個人

の尊厳に基づき、手続において被告人と対等の権

利が制度として保障されるべきであること。

２ とりわけ、交通犯罪においては、真実に基づく

正当な裁きがなされず 「死人に口なし」という言、

葉に象徴される不公平がある。それは現場の捜査

担当者の努力だけではもはや抜本改善が見込まれ

ない、システム上の問題となっていること。

３ 「知る権利」が侵され、不公正な事実に基づい

て裁かれるという二次的被害の元凶が放置される

、 、なら 行政や司法に対する不信は極限にまで達し

基本法前文の理念「犯罪被害者等の視点に立ち、

その権利利益の保護が図る」や、第３条の「尊厳

にふさわしい処遇を保障される」権利は、空文と

なってしまうこと。

３ 公判記録の閲覧・謄写の範囲拡大について
意見〉〈

使用目的に限定があるなど、当事者として当然の

「真実を知る権利」を制限している閲覧・謄写の要

件を抜本的に緩和していただきたい。
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１．事件に対する認識
年 月 日 長男俊彦2001 8 18

（9歳、小学4年）は歩道上に乗り

上げ暴走した軽乗用車にはねられ

て死亡しました。俊彦が友達3人

と遭遇した事件は、加害車両が車

道から逸脱し、2.5 幅もある5 m
路側帯に斜走・進入しただけでな

く、更にその先の20 も段差のc m
ある歩道に乗り上げた上、そこか

ら子供達に向かって歩道上を時速

50 あまりで暴走し、次々k m / h
と跳ね飛ばして50 も先で街路m
樹に衝突して停止したというもの

です。路側帯に斜走・進入して歩

道に乗り上げた事だけでも信じが

たい行為ですが、その地点で子ど

も達を轢いた訳ではありません。

歩道に乗り上げた加害車両の進行

方向前方には擁壁があります。加

害者は、その擁壁への衝突を避け

たにも関わらず、歩道上を暴走す

る間に適切なハンドル操作やブレ

ーキ操作を一切行わずに乗り上げ

地点から30数 も先の子供達をm
回避すらしなかったことは、故意

というべき悪意ある行為と考えま

した。

２．刑事裁判の過程
これらの真実が明らかにされ

ると信じて疑わずに臨んだ一審で

は、歩道に乗り上げた地点での衝

突(本人の供述及び実況見分結果)

を立証するだけの証拠により裁判

が行われ、双方控訴による二審で

は、歩道に乗り上げた地点から更

に30mあまり暴走した地点での衝

突(目撃者供述及び再実況見分結

果)を立証する証拠が加えられま

したが、加害者の証言の転変(当

初の供述も警官誘導によるもの

、 、で 事件の記憶がない)によって

真実がうやむやにされて業務上過

失致死罪での禁固刑が確定されま

した。

３．民事裁判の過程
事件の真相を求める為、刑事

裁判の証拠をもとに自動車短期大

学学部長に鑑定して頂いた結果、

「歩道上に乗り上げた以後、意識

を持ったハンドル操作が最低３回

行われないと、今回のような軌跡

で加害車両が走行することはあり

得ない」と断定され、目撃者立会

の再実況見分調書をもとに衝突地

点を実況見分図面に記すと、歩道

に乗り上げた地点から30数m離れ

た場所で俊彦達に衝突したことも

明らかとなりました。

加害者に対する尋問においても、

これらの可能性を認める供述が得

られました。

４．意 見
刑事裁判では加害者証言に基

づく調書によって公訴事実が構成

され、公判維持の目的だけの為に

裁判が進められ、結果として民事

裁判で当事者が立証した真相とは

齟齬が生ずる状況が明らかでし

た。当事者が立証しなければ真相

を知り得ないという実態自体が大

きな問題ですが、刑事裁判を待っ

て証拠書証の開示を受けなけれ

ば、民事裁判も進められないとい

う現状が双方の裁判での事実認定

の齟齬を生じさせる大きな要因と

なっていると感じています。当事

者の刑事裁判への参加、附帯私訴

の権利の確保が、真相を知らされ

ずに置き去りにされて苦しんでい

る被害当事者の救済につながる唯

一の道であると確信しています。

被害者の権利確保、保護がな

されなければ、真の意味での加害

者矯正にも結びつきません。不条

理に命を奪われた息子の為にも、

健全で安全な社会を後世に残すた

めにも被害当事者の刑事裁判参加

を強く求めます。

（前半略）私どもの事件の経緯を

述べたように、警察が必ずしも適

正捜査を行っているとは限らな

い。遺族の持っている客観的証拠

を、民事裁判同様証拠として使え

るような制度にすることが必要で

はないか。事実、遺族のほうが写

真・ビデオ等で証拠を多く持って

いたり、警察が知らないか若しく

は捜査していない事実関係を多く

立証している場合もある。

捜査段階から被害者に適正に情

報開示し、証拠に関しても積極的

に認めるべきである。

そして、刑事裁判に被害者を積

極的に参加させることが、被害者

の権利確立に繋がると考える。

犯罪被害者は、事件が起こった

その瞬間からなぜこのような犯罪

が起こったのか、どのような捜査

が行われているのか真実を知りた

いと思うのである。

かけがえの無い、愛する家族・

子供の命が奪われた者であれば、

その気持ちはより強いものであ

り、どんなに時間が経とうとも悲

しみや悔しさ・辛さは、増幅され

ることはあっても、気持ちが癒え

るとか悲しみが薄らぐ事も無いと

いう事を理解して欲しい。

「犯罪被害者を救う目的の法律

を」と言うのであれば、何より犯

罪被害者にとってかろうじて1つ

の区切りとなりうる刑事裁判に関

わる情報を開示し、裁判でも直接

関与を認めることを強く要望す

る。

遺族にとって刑事裁判が如何

に重要な意味を持っているのかを

考えれば、被害者等が望むときに

刑事裁判への参加が認められると

ある。いうことは当然で

附帯私訴と公訴参加に関わる意見書

刑事裁判及び民事裁判の実態と事実認定の齟齬について
北広島市 土場一彦

犯罪被害者等の刑事裁判直接関与の必要性
南幌町 白倉博幸・裕美子
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南幌町 白倉博幸 裕美子「公判前整理手続き」適用となって

●基本法に逆行する「公判前整理手続き」

「公判前整理手続き （以下「手続き」と略記）の」

適用となり、これほど苦しむ事になるとは夢にも思

っていませんでした。

犯罪被害者等基本法でようやく被害者に対しての

権利が明記され、基本計画では刑事裁判への直接関

与が課題となっているにも拘わらず、新しく刑事訴

訟法に加えられた「手続き」はそれと逆行し、被害

者に対しての明記が全く無いのです。

●「公判前整理手続き」とは

第一審の裁判を 年以内に終わらせる事を目標す2
2009るなど 「裁判の迅速化」を目的としたもので、、

年より導入となる『裁判員制度』で裁判員となる国

民に対しての配慮です。裁判員になる方に分かりや

すく、かつ、拘束時間を減らす為、裁判前に争点や

証拠を「裁判所 「検察官 「被告弁護人」の三者が」 」

整理するというもので、非公開で行われます 「手続。

き」を経た裁判は 「連日的開催」を原則としている、

他、初公判から判決までの日時も全て 「手続き」の、

中で決定します。

●「手続き」の被害者の視点での問題点

「手続き」を定めた法律には、被害者の権利の明

記が何一つありません。被害者は当事者ではないと

の従来の刑事司法の考え方を踏襲しているため、被

告弁護側は非公開の手続きに参加して公判前に事件

の内容を知ることが出来るのに、一方の当事者であ

る被害者は蚊帳の外なのです。

その上、この「手続き」は起訴と公判の間に行わ

れるものであるため、被害者に適用となっても知ら

せる義務がありません。事実、美紗の事件に関して

も起訴から ヶ月経っても公判通知が来ないため、2
検察庁に問い合わせて初めて知る事となりました。

次に 「手続きは非公開」で進められます。現在の、

考えは「非公開＝秘密」との事で 「手続き」適用に、

至った経緯 「手続き」の進行状況も知る事が出来ま、

せん。期日だけは、地検に再三申し入れた結果知る

事が出来るようになりました。

美紗の事件に関して言えば、本来は「適用外」の

。 、業務上過失致死事件です 裁判所が必要と認めれば

どのような事件も適用する事が出来ると記載はあり

ますが、裁判所がどのような理由から「手続き」の

適用を決めたのか、更には何を行っているのかわか

、 。らないまま 公判まで数ヶ月間も待たされるのです

検察側と被告側の不利・有利やスピード審議ばか

り報じられますが、私どもにとっては不利有利の問

題以前に、手続きの経過や争点を被害者である当事

者が知る事もできないことが問題ではないかと訴え

ています。

●意見陳述と「連日的開催」の矛盾

さらに 「連日的開催」の問題点があります。私ど、

2000もは公判での意見陳述を求めています。これは

年の犯罪被害者保護法で認められたもので、多くの

被害者遺族はこの陳述を、第１回公判後約１か月の

間を置いた２回目以降の公判で行ってきました。公

判に提出された刑事記録の閲覧謄写を求め、事件の

詳細を知った上で陳述したいという切実な思いが被

害者にはあるからです。

しかし、連日開催ではこの趣旨と権利が活かされ

ず、結果として遺族にとっては全く意味を成さない

ものになってしまいます。ここには、被害者保護法

の精神は全くありません。閲覧等の手続きが終わる

前に公判が終わってしまう可能性もあります。

私どもは上申書を提出し、従来通り期日を空ける

、 。よう要望していますが 未だ認められてはいません

「手続き」適用裁判と従来裁判で、このような差

別的な処遇があってはならないことであり、連日的

開催とするのであれば、早い段階から記録の閲覧謄

写等を認めるなどの改善が必要です。

●被害者保護の精神を
札幌高検に対し要望書を提出

私どもは、 月 日、札幌高等検察庁宛に要望書3 29
を提出しました。内容はこれまで地検に提出した、

◆「争点整理の内容について逐次教えて欲しい

◆事件の詳細を知った上で意見陳述したいので、第

１回公判後３週間は開けて２回目以降の公判として

欲しい。との２点に加え、◆公判前整理手続きに当

事者として傍聴させて欲しい◆検察官は被害者の味

方になって、正常なコミュニケーションを取って欲

しい、などです。

権利確立はどの犯罪被害者にも必要であること、

、私どもの事件が今後の前例となっていく事を前提に

被害者を蚊帳の外に放っている現状は被害者保護法

や犯罪被害者等基本法のおよび計画の精神とも矛盾

すると訴えました。

応対した飯倉刑事部

、長は一定の理解を示し

「 この問題で）被害（

者側が意見を出すこと

は重要」と述べ、今後

様々な問題点解決に向

け検討していくと返答

しました。
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北広島市 土場 一彦民事差し戻し審結果の報告

３月２３日、差し戻し審（高裁）判決

3差戻し審の状況の報告も出来ずにおりましたが、

月 日に私どもの民事差戻し審(札幌高裁)の判決が23
下されましたので、結果を御報告させて頂きます。

昨年６月に最高裁において 「裁判処理の統一性を、

担保する為に、中間利息控除は法定利息率５％をも

って逸失利益を算定するものとする」という判断が

下されて以降、この判決に異を唱える法学者及び司

法関係者、マスコミの方々等が出版物や取材・報道

を通じて社会に訴えて頂いたことは、私どもが提訴

に込めた思いや被害者が被る不条理の一端を広く認

知してもらえるきっかけとなったのでは、と考えま

す。

ただ、これまで不当に奪われた御家族の命に精一

杯向き合われてきた遺族の方々に悪しき結果をもた

らしてしまったのでないか、という後悔が強くあり

ました。そのため、差し戻しの審議では私達に何が

出来るかを考えて臨んで参りました。

具体的には、逸失利益算定については中間利息控

除を法定利息率５％を基に単利で差し戻すホフマン

方式採用の主張と、その他は１審で提訴した当時の

内容（慰謝料の 年間毎月命日分割払い等）の再度30
の主張を、計３回の審議の間に新たな証拠書証をも

とに尽くしました。

「命日分割払い」認容と増額など前進も

判決の結果は、息子が将来大学に進学していた蓋

、 （ ）然性を新たに認め 事件の悪質性 故意に匹敵する

・加害者の非道な対応等を詳述した上で、新たに慰

（ ）謝料の増額と支払い方法 年間毎月命日分割払い30
を認容し、葬儀費用もほぼ全額の支払いを加害者に

命令するという内容で、１、２審でも受け入れられ

なかった主張も一部認められるものとなりました。

命の尊厳求め、再度上告へ

ただし、判決文では、事件の悪質性を十分に認容

させるという点、息子の尊厳を認めさせるという点

について評価出来る部分はあったのですが、逸失利

益算定に当たってライプニッツ方式で中間利息控除

を法定利息率５％を採用する点について、被害賠償

の統一性、公平性を担保して裁判処理を進めること

の必要性を具体的な根拠なく判示しました。

これは明らかに息子の命の尊厳を鑑みる事のない

姿勢で、加害者に対して公平性をすでに損なってい

る被害者を不当に追いつめるこれまでの判例と何も

変わらず、このことに対する１、２審での判断まで

も否定するようなものでしたので、はじめて私共か

ら上告の手続きをとることにしました。

まだ先が長いですが、少しでも息子に報告出来る

。結果を求めて進んでいきたいと考えております

前田 敏章交通教育の課題
連載①

1 交通禍に脅かされる児童生徒の生存権

～生徒の５人に１人が被害に～

４年前と昨年、交通安全講話を依頼された札幌

市内の高校で、生徒の実態調査を行う機会を得た

が、その危険な状況に慄然とした。
これまでに歩行もしくは自転車通行中に事故に遭

14 83った経験があるという者が それぞれ ％ Ａ校、 、 （

） （ ） 、人 人中 ％ Ｂ校 人 人中 に及び/578 18 188 /1057
（ ）入院や通院加療をした者はそれぞれ1.9％ 11人

2.6％（27人）であった （右図参照）。

また「クルマにより危険を感じたことがある」

が ％（Ａ校 人）と62％（Ｂ校651人）にも56 321
達すること、さらに注目すべきことは、実際に被

害に遭った場合も、学校や警察には届けないこと

が多いことである。前述の事故に遭ったと回答し

たＡ校の83人中32人、Ｂ校では188人中75人（何

と4割）は届けていない。被害に遭ったのに大人

からは「注意が足りないから」と叱責や指導され

ることが要因の一つと考えられるが、この事も含

めて「事故の氷山図 （後述）を裏付けている。」
（次ページへつづく）

事故に遭った割合と被害の程度（札幌市内の２高校）
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南幌町 島田 佑三子加害者は控訴審で実刑になりました

刑事裁判を終えて

月 日、控訴審1 24
判決があり、札幌高

裁は禁固 年 月の1 6
一審判決を支持し、

被告の控訴を棄却。

刑事裁判は終わりま

した。

一審と二審での加

害者は、息子の命を

奪っておきながら、反省

の様子がまったくなく、

息子の命が本当に軽く考えられている事に、腹立た

しさと情けなさでいっぱいでした。

せめて実刑にと願い続けて来ましたが、過去の判

例から見て、少しずつは交通事件の刑罰も引き上げ

られてきているものの、この判決が私たち遺族の気

、 。持ちを楽にしたり 癒したりすることはありません

、交通事件で命を奪われた者に対するこの国の法律と

あまりに軽すぎる裁きに憤りを感じるのみです。

この会を知らなければ、交通犯罪では命があまり

に軽く扱われているという事も知らずに、私たち遺

族は結果だけ知るという、今よりもまだ悔しく辛い

。日々を過ごしていたと思います

今後、被害者遺族の現状が少

しでも良い方向に向かえるよう

に願い、私の出来る範囲で協力

していきたいと思います。

傍聴支援していただき本当に

ありがとうございました。

06/1/10傍聴記① 札幌高裁

被告側はミキサー車の装飾板は自分で取り付けた

ものではないと主張したほか、 で医者から入PTSD
院を勧められるほど病状が悪いと何度も強調してい

ました。検察からの尋問に、被告が何も答えられず

にうなだれる場面もありました。

裁判官退廷後の法廷で （裁判の中で検察からの指、

摘を受けたからと思いますが）被告が島田さんに突

然謝罪しましたが、京汰君のお兄ちゃんが被告に対

し「今さら謝ったって遅いんだよ！」と叫び、泣き

。（ ）出したときは苦しく切ない思いになりました 白倉

06/1/24傍聴記② 札幌高裁
島田さんの家族と支援の遺族などが見守る中、長

島孝太郎裁判長は、業務上過失致死罪による禁固１

年６月という一審判決を支持し、執行猶予を求めた

被告の控訴を棄却するという判決文を読み上げまし

た。当然の裁きとは言え、ほっとしました。

裁判長は、左後方の安全確認を怠った過失の大き

さと結果の重大性、そして遺族の峻烈な処罰感情な

ど、棄却の理由を述べていましたが、せめてもの実

刑という結果を受けての島田さん一家の新たな無念

の涙を見たとき、このような交通犯罪を決して許し

てはならないと改めて感じました （前田）。

事件概要

● 年 月 日、自転車に乗っていた島田京汰君（当2004 6 21
時７才、小学 年）は、南幌町の交差点で、左折してきた2
ミキサー車にはねられ死亡させられる。

● 年 月 日、札幌地裁は、禁固 年 月の実刑判2005 9 28 1 6
決。加害者は執行猶予を求め控訴。

● 年 月 日、札幌高裁が控訴棄却の判決2006 1 24

（前ページの続き）交通教育の課題
連載①の２

まとめると、札幌市においては高校３年生までに

6 2およそ 割の生徒が道路で危険な場面に遭遇し、

割に近い生徒は実際に被害を受け、約 ％の生徒が2
。入院や通院を経験するという憂慮すべき実態がある

「事故の氷山図」ユニセフも警鐘

ユニセフ（国連児童基金）は、 年 月 「豊2001 2 、

26かな国の子どもの事故死」という報告書で、加盟

か国の ～ の５年間の統計から、 万人当1991 1995 10
たりの事故死率を算出（最も少ないのはスウエーデ

ンの 人、日本は 人 。最大の原因は交通事故5.2 8.4 ）

で、事故死のうち ％を占めると警告している。41

この中で 「事故の氷山図」があり、子ども（ 歳、 0
から 歳）の事故被害で 件の死者の背景に 件14 1 160
の入院、 件の事故があると指摘している。2000

人： 死亡事故の氷山図 1

人：入院160

人：事故との遭遇2000

、 （ ）死亡 例に対する入院 事故数 オランダ ～ 歳1 0 14
ユニセフ 年報告書より作成2001

在りし日の京汰
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亡き娘を感じながら、旧道路公団を民事提訴しています
室蘭市 高橋 利子

娘の無念が研究者に取り上げられて

年 月 日、札幌市教育文化会館で「第五2006 2 24
回・野生生物と交通」の研究発表会（北海道開発技

術センター主催の野生動物と道路関係の研究者が年

に 度集う研究会）が行われました。1
私はこの日、会場で開会を待つ自分に亡き娘を感

じていました。発表の一番目に、エコ・ネットワー

ク代表、小川巌さんが「キツネが原因の高速道路に

おける人身事故死の事例と侵入防止対策」と題し、

年 月の娘の被害事例について道央道の対策2001 10
の不備の問題を詳しくとりあげてくれたからです。

小川さんは、北海道においてキツネが人身事故の

原因になった事例が 年～ 年の新聞記事からだ89 03
けでも 件（死亡者 人）も発生していることを指9 8
摘。野生動物の道路への侵入防止のためにキツネな

。ど動物の習性に対応した侵入防止柵を提案しました

民事で道路公団を提訴

私たちは、 年 月、加害の運転者に加え、旧2004 9
日本道路公団（現在の東日本高速道路）に対しても

損害賠償を求める民事訴訟を提起しました。日本道

路公団がエゾシカ用の柵は作ってもキツネの侵入防

止対策は何も講じていなかったからです。

「キツネならひけばよかった」？

発端は、事件直後の警察官の 「キツネなら轢け、

ばよかった」という、事故の責任は娘に有ると言わ

んばかりの信じがたい言葉でした。本当にそうなの

か？何かが違う？とそのとき感じた疑問は、私たち

の気持ちの中で次第に大きくなっていったのです。

道路上に横たわる無残な動物の姿に心を痛める、

或いは心ならずもその当事者となり胸の疼く思いを

した方もいると思います。しかし、動物だから轢い

ても良いとは誰も思っていないはずと信じていまし

た。運転中突然目の前に何かが飛び出してきたら、

運転者はどんな行動を取るのでしょうか。ハンドル

を切る、或いはブレーキを踏むなど危険回避の行動

をとっさにとる事が人間の本能としてあるのではと

私は思っています。

私は間違っているのか？多くの方の意見を聞き

たい、との思いから必死に情

報を集めました。そして分か

ってきたのは、野生動物の車

による犠牲（ ロードキル」「

は想像以と呼ぶそうです）

上の数で、それが原因の重

対策の研究は各機関大人身事故も少なくない事。
で以前から行われており、対策がとられた一部の高

速道路では明白な効果をあげている事などです。

１日も早くロードキルの防止対策を

、 、裁判の進行と共に知り得た多くの事実から 今は

私の考えは間違っていない、と強く言えるようにな

りました。この事実を多くの方に知っていただきた

い、そして東日本高速道路は中小動物であっても、

高速道路での動物の飛び出しは大変危険であるとの

強い認識に立ち、一日も早くその対策に真剣に取り

組んで欲しいと思います。

その為には現在取り組んでいる民事裁判の内容と

結果が重要になると考えています。娘のために頑張

ります。ご支援をお願い致します。

高速の動物事故

キツネ横切り 娘死んだ
賠償求め訴訟室蘭の夫婦

動物が道路上で車にはねられて死ぬことを「ロードキ

ル」という。その数は高速道路だけで、年間三万五千件

に上るが、運転者である人間が死傷する例も少なからず

起きている。事故で肉親を失った遺族は「徹底した対策

を施してほしい」と訴えている。

室蘭市内の高橋雅志さん（ ）と利子さん（ ）の夫65 61
婦は 年 月 日の夜、苫小牧市糸井の道央道で、2001 10 8
看護師だった長女の真理子さん＝当時 歳＝を事故で失34
った。原因は、車の前を右から左に横切ったキツネ。真

理子さんがブレーキを踏んだか、ハンドルを切ったか不

明だが、乗用車はスピンして中央分離帯に衝突し、そこ

に後続車が突っ込んだ。

高橋さん夫婦は 年 月、当時の日本道路公団（現在04 9
の東日本高速道路）がキツネの侵入防止対策をまったく

取っていなかったとして、追突した運転者と同公団に対

し、合わせて 万円の損害賠償を求める訴訟を札幌地9500
裁に起こした。裁判は今も続いている。

代理人の青野渉弁護士によると、事故当時、事故のあ

った苫小牧東－同西インターチェンジ間（ キロ）に17.6
は、シカ対策用の有刺鉄線の柵しかなかった。事故の翌

年に、同公団は有刺鉄線に センチ間隔の鉄柵を入れる5
などしたが、土を掘るキツネの習性に対応したものでは

なかった。

青野弁護士は「この区間のキツネのロードキルは年間2

0～60件を数えるのに、十分な対策もせずに放置するのは

無責任だ」と主張。高橋さん夫婦は「警察から『動物な

ら、ひけばよかった』と言われたが、人間の命も動物の

命も同じ重さのはず。その命を守るための措置をしてほ

しいと求めているのです」と話している。

2006年2月22日 北海道新聞）（
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子 ど も た ち に 元 気 を も ら っ て
深川市 伊藤 博明～ 芦別総合技術高校での交通安全講話から ～

私の長男、將樹は平成７年１１月青森の空に召さ

れました。忌まわしいバイクでの事故でした。そし

て前田代表率いる「北海道交通事故被害者の会」設

立と同時に会員にさせて頂いて、早くも７年目を数

えました。今思うと、息子への愛おしさと、胸の苦

しさを誰かに解ってもらいたかったのかもしれませ

ん。勧められるまま、何のためらいもなく会場に向

かったのが昨日のようです。

前田代表をはじめ札幌圏の「世話人」皆さんは、

本会の事務所当番から始まって、交通事故関連の裁

判や訴訟の助言、職場や学校の交通安全教室では毎

月どこかの会場で講話を担当するなど、私も地方世

話人と言う大役を頂きながら、ほんとうに頭の下が

る思いであります。

こうした活動の一端を非才な私にもお手伝いでき

る事があるのならと、昨年の 月、北海道芦別総合10
技術高等学校「交通安全教室」の講師を引き受けさ

せて頂きました。

私にとっては砂川の青年会議所に次いで２回目で

はありましたが、子供達の真剣に聞き入る表情が眩

しく、私の方が感動したものでした。

話の内容は至って簡単なもので、見送った息子に

対する今の想いを真剣にお話しただけだったのです

が、教室の教壇の前に設えて頂いたテーブルに、息

子の遺影を置かせて頂いたものですから、ちょっと

異様な緊張感があったのかも知れません。女子生徒

の中には目頭をおさえてくれた子もいて、私の方が

言葉に詰まりました。

この高校は今年の３月で閉校になると言うこと

で、なんとも残念ですが、最後の卒業生４５名は、

全員最先端の機械技術を身に付けていると言う優秀

な子達です。約１時間のお話でしたが、一言の無駄

口も無しに聞いてくれたのです。この子達に私の想

いが届かないはずはありません。

数日後、全員の生徒から感想文を頂きました。こ

れまた感動しました。講話の途中に緊張からか退席

した男の子がいたのですが、その子からも「後で友

達からお話を聞きました・・・」と綴ってあったの

です。

先生達のお気遣いも然ることながら、一人ひとり

が胸に深く刻んでくれていた事に、この 年間の私10
の心が洗われたような気持であります。お礼を言う

のは私の方なのでしょうね。あ

の子達はきっと真直ぐ育ってく

れる事でしょう。

ありがとうございました。

～～生徒の感想レポートから～～

■ まずは自分にできることを

心の痛い話を思い出し、私たちのために話してく
れてありがとうございました。私も息子さんのよう

、に来年から家族と離れて見知らぬ土地に行きますが
親を悲しませたくないので、まずは自分が気をつけ
たいと思います。私自身も色々頑張っていこうと思
いますので、伊藤さんもこれからも一生懸命頑張っ
て下さい。

■ 将樹さんのことを忘れずに生きていきたい

将樹さんの事故の死で、私もいろんなことを学び
ました。免許を取った時にきっとこのことが役に立
つのだと思います。こんな事故を起こさないように
しっかり運転する勇気をもらいました。私は将樹さ
んのことを忘れないように生きていきたいと思いま
す。そして将樹さんの角膜が移植されて、その人の
目として生きていることは救いだと思います。

■ 悲しみが伝わってきました

あの場でお話することは、ものすごく辛いことだ
と思います。伊藤さんは明るく話しておられました
が、悲しみが伝わってきました。他人にどう思いま

。すか？と聞かれたら苛立ちを覚えるのもわかります
。このような立場になった者しかわからない痛みです

本当に辛いのに素晴らしい講演をありがとうござい
ました。

事故がどれだけ人生を狂わすか理解できた■

とてもためになるお話を聞けたと思います。事故
はどれだけ人の人生を狂わすか、どれだけ人を苦し
ませるか、どれだけ人に悲しみを与えるか、などの

。ことが私は経験していないのでわかりませんでした
。しかし伊藤さんのお話を聞けたことで理解しました

これからも私たちのように自動車事故を知らない
若者にお話をして、みんな関心を持てばいいと思い
ますので頑張ってください。

刺激が強すぎ退室しましたが・・・■

私にはちょっと刺激が強すぎて途中で退室してし
まいました。本当に申し訳ございませんでした。あ
とで教室に戻って来た人に話の内容を聞いてみまし
たが、私がこれから生きていく中でとてもためにな
る内容でした。今度またお会いすることがありまし
たら、お話を聞かせてください。

■ 運転することの責任の重さを

今回の交通安全教室を受けて、免許を取り車を運
転することの責任の重さを感じました。私は来年か
ら社会人として車に乗ることもあると思います。そ
したら、今回の講話を思い出し事故を起こさないよ
うにしたいと思いました。
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危険運転の加害者に、命の重みに見合う厳罰を求める署名にご協力下さい

札幌市 原田利彦 小林 敦

札幌地方検察庁 御中

平成 年 月 日の札幌市白石区南郷通17 11 25
丁目で発生した原田絵美さんの交通死亡事件6

について、迅速かつ公正な捜査に基づき真相を
解明し、悪質な危険運転をした加害者に対し、
命の重みに見合う厳罰を科すよう、お願いいた

～要請文より～します。

署名のお願い

私たち家族の三女原田

絵美は、聖心女子大学大

学院（平成 年卒）を修17
了。その後、親の住んで

いる札幌に戻り、更なる

学問の場で自分の将来の

17夢に向け努力中、平成

、年 月 日 時 分11 25 19 10
突然の事件により、志し

半ばで全ての夢を絶たれま

した。

事件当日、絵美は郵便物をポストに投函するため

自宅を出て、帰宅途中に 車線の横断歩道を青信号6
で横断中、本人の前方より左折しながら横断歩道に

進入してきた車にはねられました。その後、市立札

幌病院スタッフの手厚い処置にもかかわらず、意識

を取り戻すこともなく、翌 月 日、ほぼ即死状11 26
態（内臓破裂・脳挫傷）で、 歳の若さで天国へと24
旅立ちました。

事件現場は広く明るい人通りの多い交差点（ 時24
間営業大型スーパー、地下鉄出入口等）であり、ま

たその日の天候は晴れて路面も乾いていました。加

、害者は事件現場から徒歩 分ほどのアパートに住み4
この交差点の状況は熟知していたはずです。絵美は

、青信号で横断歩道上を横断していたにもかかわらず

なぜ死ななくてはならなかったのでしょう。加害者

は警察に対して「横断中の人を全く見ておらず、気

がついたら、はねていた 」と証言しています。しか。

も、ブレーキ痕もないということでした。加害者は

信号待機をした後に左折をし、曲がってすぐの 車6
線の横断歩道で前方から渡ってくる絵美をひき殺し

たのです。これは単なる過失では済まされません。

運転者としての最も重要な注意義務を怠った悪質な

危険運転です。なぜなら横断歩道は歩行者にとって

の「聖域」であり、全てのものから守られなければ

ならない場所であるからです。

絵美の死を無駄にしないためにも、また、横断歩

道という歩行者にとっての「聖域」での悲惨な交通

犯罪を許さないためにも、迅速かつ公正な捜査に基

づき真相を解明し、一日も早くこのような危険運転

を犯した加害者に対して命の重みに見合う厳罰が科

されることを強く願っています。

交通犯罪を撲滅し、私たちのような悲惨な思いを

する家族がなくなることを祈念してやみません。

私たちの願いに賛同できましたら、ぜひご署名を

お願いいたします。 （ 年 月）2006 2

第１回公判後に２回目の提出をします

署名は 月 日に 回目として 筆を札幌地3 15 1 4152
検宛提出済みです。第１回公判の日程が 月 日に4 21
決まりましたので、判決に間に合うよう、 月初め5
に 度目の提出を予定しています。協力いただける2
場合は 月末日を目途にお願いします。署名用紙は4

http://www.ne.jp/asahi/remember/chihiro/
からダウンロードできます （送付先は署名用紙に）。

小林 敦（義兄）

「弁護士いらずの少額訴訟」★

桝井真吾 明日香出版

突然事故にあい怪我をし一週間通院

した。しかし、相手が保険に入っていない。あるいは過失

を認めない、そんな時、訴訟になります。少額訴訟で弁護

士を頼まず勝つためのアドバイス。

★ ＰＨＰ研究所「心があったかくなる本」
ページをめくる度、様々な人間模様が心の琴線に触れ

揺れ動いた。この本は、愛とは、生きるとは、人とは、と

読者の心に語りかけている気がした。読んだら貴方も勇気

や元気がもらえるよ。きっと・・・ 「ふわっ」とした温。

かい気持ちが伝わって来るよ。なぜか・・・。

★ 神谷美恵子著 みすず書房「こころの旅」
私の身体が痛みと闘っている時は

私の心は必死にそれに耐えている。

私の心が苦しみと闘っているときは

私の身体は一生懸命それに耐えている。

ああ…何時になったらお前たち二人

手を取り合って喜び合う日が来るだろう。

こんな詩があった。私も事故の後遺症で苦しみこれから

の人生をどう生きるべきか、ずいぶん悩んだ時があった。

この詩は、そんな自分の思いと似ていて妙に共感した。人

、 。 、 。生は 心の旅だという さて これを読んだあなたは・・

（書籍係 太田）

書籍 紹介

在りし日の絵美
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会 の 日 誌
2006.1.11．～2006.4.10.

≪会合など≫

会報19号発送1/12
国土交通省自動車交通局ヒアリング1/31

世話人会・例会2/8

法務省刑事局ヒアリング(法務省)3/2
3/5 内閣府による犯罪被害者等基本計画の説明会

（道庁赤レンガ庁舎 会員 名出席）11
世話人会・例会3 /8

≪訴えの活動≫

1/4 1/10 1/12◆ （株）日諸産業 帯広少年院

北海少年院 月形学園 紫明女子学院2/6 2/20
小樽潮陵高校定時制（前田）3/15

◆ （株）エース（長瀬）3/19
★パネル展示 ～ 厚別区民センター2/20 24
処分者講習での講師■

1/20 前田 2/17 荻野 3/17 佐川

編集を終えて ～～

■被害者・遺族が命の尊厳を求めるたたかいが全道

各地で続きます。今号も会員の地を這うようなとり

くみ報告が紙面の多くを占めました。

◆南幌の白倉さんは、娘さんは飛び出してなどいな

い、と自ら事件の真相解明に奔走。この２年半、地

検および高検に上申書を携えるなどして赴いたのは

回以上になると言います。捜査機関を動かし昨年50
月、ようやく起訴までたどりつき、これで事件の12

真相が証されると期待したのも束の間、今度は安易

な「公判前整理手続き」適用に翻弄される事態。極

限の心労の中、被害者の視点からの問題提起にとり

くんでいます。◆北広島の土場さんは、民事裁判で

逸失利益の中間利息控除率など不当な計算方法を改

めさせるための訴訟を最高裁まで持ち込んでたたか

いましたが、差し戻し審でも複利から単利の計算へ

ととりくみを継続 「悲劇を繰り返さないために」と。

再び上告することを決意しています。◆南幌の島田

さんは「被告人がどんな処罰を受けようと、二度と

息子の笑顔を見ることはできない」という悔しさ、

悲しさの中でも「愛しい息子のために」と刑事裁判

にとりくみました。◆室蘭の高橋さんは、娘さんの

事故の引き金となった「ロードキル」問題について

旧道路公団を民事提訴するなど粘り強くとりくんで

2 22いましたが、この問題は専門家の協力もあり 月

日の道新朝刊１面に取り上げられることにもなりま

した。母親の利子さんは「亡き娘を感じながら進め

てきた」と振り返ります。◆深川の伊藤さんは、息

子さんの無念と交通安全の思いを高校生に吐露し、

共感を与えるととともに自身が元気づけられたこと

を報告しています。◆札幌の原田さん一家は、多く

の体験者のとりくみを引き継ぎ、無念の思いを署名

に託して刑事裁判に立ち向かっています。◆前号に

掲載した札幌の細野さんの「胎児の人権確立」のと

3 23りくみですが、このほど雑誌「女性セブン （ 月」

日号）に「お腹の赤ちゃんは『人』ではないのです

か？」という ページの特集記事で全国に紹介され7
ました。◆また札幌の冨岡さんは、自身のホームペ

ージに掲載されていた手記「菜摘へ」が教科書出版

会社の目に留まり、このほ

ど文部科学省発行の小学校

「 」高学年用教材 心のノート

（平成 年度補訂版）に18
掲載されました 「かけが。

えのないいのち 大きな愛

につつまれて」というペー

ジに母親の手記として紹介

された娘さんへの語りかけ

は、全国の子どもたちの心

に強く響くものと思います。

■それぞれの多様なとりくみですが、共通するのは

「犠牲を無にしないで！命の尊厳を！」という願い

です。故人に代わって伝えたその思いが他の人の心

に宿されることで、私たちはささやかな癒しを感じ

るのだと思います （前）。

会 員 の 皆 様 へ の お 知 ら せ
2006年定期総会は 「かでる２・７ （北2西7）を会場に、次の日程で行います。出席下さい。◆ 、 」

◆ 総会 5月1３日（土）13:30～14:45

◆ 全体交流会 15:00～17:30 （昨年まではテーマ別でしたが、今回は全体で行います）

◆ 懇親会 18:00～20:00 KKRホテル 地下１階「ブールデル （会費3000円）」

◆ 例会に気軽にお越し下さい。毎月第２水曜日の13時～15時、事務所です。

★ 5月10日（水）★ 6月14日（水）★ 7月12日（水）★ 8月9日（水）

世話人会は、毎月第２水曜日の午前中に行っています。また、毎週水曜日の10時～13時は、世話◆

人が交代で事務所当番を行っています。何かあれば気軽に訪ねて来て下さい。

◆ 次の会報発行は８月です。手記や意見、近況報告などの投稿をお待ちしています。

（〆切り７月20日、400～1200字程度 メールやファックスでも良いです）


